
 

 

不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要 

 

１ 趣旨 

民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号。以下「改正法」とい

う。）により、所有者不明土地の発生を防止するため、不動産登記法（平成１６

年法律第１２３号。以下「不登法」という。）及び関係法律の一部が改正され

た。 

本省令案は、改正法（令和８年２月２日施行分）において、相続登記の義務化

の実効性を確保するものとして創設された所有不動産記録証明書の交付の請求の

手続等を定めるため、不動産登記規則（平成１７年法務省令第１８号。以下「不

登規則」という。）等について所要の改正を行うものである。 

 

２ 概要 

(1) 戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号の提供に

よる相続人申出等添付情報の省略（不登規則第１５８条の２０） 

相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続

人についての相続に関して戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書

提供用識別符号を提供した場合、当該戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍

電子証明書提供用識別符号で戸籍電子証明書又は除籍電子証明書を確認するこ

とができるときは、相続人申出等添付情報の添付省略ができることを定める。 

(2) 所有不動産記録証明書の交付の請求に係る請求情報等（不登規則第１９５

条） 

所有不動産記録証明書の交付の請求をするときは、請求人の氏名又は名称、

住所及び連絡先並びに請求に係る不動産の登記記録をその所有権の登記名義人

の氏名又は名称及び住所により検索するために必要な事項などを提供するとと

もに、所要の添付情報を提供しなければならないことなどを定める。 

(3) 所有不動産記録証明書の作成及び交付（不登規則第１９９条） 

所有不動産記録証明書には不動産所在事項及び不動産番号を記載するものと

し、登記官は、所有不動産記録証明書を作成するときは、請求に係る所有不動

産記録証明書である旨の認証文などを付さなければならないことなどを定め

る。 

(4) 所有不動産記録証明書の交付の請求に係る手数料等（不登規則第２０３条か

ら第２０５条まで） 

所有不動産記録証明書の交付の請求をするときは、所定の方法により、所要

の手数料や所有不動産記録証明書の送付に要する費用を納付しなければならな

いことなどを定める。 



 

 

 

３ 施行期日 

 令和８年２月２日 


